
回答）
1.単独フロートΦ300、2×20m、1,000(N/3cm)未満です。

2.計画河床から底版位置までの掘削は、前段工事で完了しています。新たに掘削が必要な
場合は、現場状況を踏まえ、変更協議を行います。

3.共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の率対象外費目はありません


